
～令和４年度 令和７年度以降
(関係権利者の合意形成に応じて)

ＳＴＥＰ１

まちづくり
協議会
での検討

行政による
都市計画
手続き

行政による
都市計画
手続き

建替え時

ＳＴＥＰ２ 建替え時に、壁面の位置の制限等によって建築制限を緩和できる地区計画（街並み誘導型地区計画）について、協議会や通りごと
の勉強会などで、ご意見等を伺いながら検討を進め、関係権利者の合意形成に応じて地区計画を変更していくことを考えています。

まちづくり協議会のこれまでの取り組み と 令和６～７年度スケジュール案 資料２－１

令和５年度 令和６年度

令和６年

12月(今回)
７月 ７月～８月

地
区
計
画
の
変
更
（
素
案
）
の
内
容
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

第
26
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

第
25
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

ＳＴＥＰ２（壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度、容積率や斜線制限の緩和等）

まちづくり協議会での検討

勉
強
会
の
報
告
、

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

地
区
計
画
の
変
更
（素
案
）の

と
り
ま
と
め

地
区
計
画
の
決
定

地
区
計
画
（
原
案
）
の
作
成

地
区
計
画
（
骨
子
）
の
と
り
ま
と
め

地
区
計
画
の
変
更
（
原
案
）
の
作
成

第
20
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

地
区
計
画
の
変
更
の
決
定

西
新
宿
一
丁
目
商
店
街
地
区
ま
ち
づ
く
り
構
想
の
策
定

地
区
計
画
に
よ
る
建
築
制
限
の
緩
和
等

（
容
積
率
や
斜
線
制
限
の
緩
和

等
）

地
区
計
画
の
名
称
、
目
標
、

方
針
、
用
途
の
制
限
な
ど

壁
面
の
位
置
の
制
限
、

敷
地
面
積
の
最
低
限
度
な
ど

令和３年
２月

令和４年
６月

令和５年
１月

ま
ち
づ
く
り
勉
強
会

（
プ
ラ
ザ
通
り
、
一
番
街
通
り
、
三
番
街
通
り
）

第
22
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

第
21
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

ま
ち
づ
く
り
勉
強
会

（
二
番
街
通
り
、
中
央
通
り
、
国
際
通
り
）

８月 11月８月

第
23
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

地
区
計
画
の
活
用
意
向(
地
区
計
画
変
更)

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

第
24
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

１月

今
年
度
の
進
め
方
、

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て

ま
ち
づ
く
り
勉
強
会

（
２
～
３
回
程
度
を
想
定
。
合
意
形
成
の
状
況
に
よ
り
変
更
あ
り
）

公
告
、
縦
覧
、
意
見
書
の
受
付
、
都
市
計
画
審
議
会

公
告
、
縦
覧
、
意
見
書
の
受
付
、
都
市
計
画
審
議
会

※令和６年１１月時点のスケジュール案であり、今後の検討状況等によっては、変更となる可能性があります。


